
 

 

福岡市居住支援協議会の体制・事業について 

福岡市居住支援協議会 

（１）協議会の概要 
【目   的】 住宅確保要配慮者の状況及び民間賃貸住宅市場の動向に関する情報を共有するとともに、

民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の円滑入居支援策の効果的な推進を図る。 

【根拠法令】 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律（住宅セーフティネット法） 

【設 立 日】 平成 21年 3月 30日 

【構成委員】 民間賃貸住宅事業者：公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 

公益社団法人 全日本不動産協会 福岡県本部 

公的賃貸住宅事業者：独立行政法人 都市再生機構 九州支社（H22年度より参加） 

福岡市住宅供給公社（H26年度より参加） 

         居住支援法人      ：居住支援法人連絡協議会（Ｒ１年度より参加） 

入居支援実施団体 ：福岡市社会福祉協議会 

福岡市 ：福祉局、住宅都市局 
（２）協議会の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）事業概要 
【住まいサポートふくおか】※H26.10～事業開始 ※障がい者対応 R3.4～ 

高齢者及び障がい者世帯の民間賃貸住宅への入居に協力する不動産会社を「協力店」として 
登録するとともに、入居支援・生活支援を行う「支援団体」による「プラットフォーム」を構築し、 
福岡市社会福祉協議会が民間賃貸住宅へのスムーズな入居と、入居後の生活支援体制のコーディ 
ネートを行う。 

 

 

          

居住支援協議会事務局 

 
福岡市住宅計画課 

●総会・専門部会の運営 

●事業計画・事業報告 等 

福岡市社会福祉協議会 

●住まいサポートふくおかの運営 

●協議会の会計（経理、予算及び決算） 等 

福岡市居住支援協議会 

民間賃貸住宅事業者 

（宅建、全日） 

●不動産関係の専門知識の提供、助言 

●民間賃貸住宅市場の動向に関する情報等の 

提供 

●住まいサポートふくおかを不動産事業者へ 

周知・協力要請 

専門知識の提供・助言 
市場動向に関する情報等の
提供 

公的賃貸住宅事業者 

（ＵＲ、公社） 

●公的賃貸住宅における入居者の居住安定への

配慮に係る情報提供 

●住まいサポートふくおかの住宅確保要配慮者

（高齢者等）への周知 

専門知識の提供・助言 
公的賃貸住宅に関する情報
等の提供 

福祉局 

●地域包括ケアシステムの推進 

●保健福祉サービスの利用者への提供、 

居住支援協議会への情報提供 

地域包括ケアシステム、保
健福祉サービス等に関する
情報提供 

居住支援法人連絡協議会 

●住宅確保要配慮者への支援活動に関する情報 

提供、助言 

 

住宅確保要配慮者への支援
活動に関する情報等の提供 

R2.2.24 

「一般社団法人全国居住支援法人協議会」へ 

2号会員特別枠として加入 
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ご近所気づきチェックリスト

緊 急 度 の
レ ベ ル （ 暮 ら し ） （ 家 族 ） （ ⾝ 体 ・ 気 持 ち ） （ 認 知 機 能 ） （ 経 済 状 況 ）

□ 庭の草⽊が荒れている □ ⾼齢者の⼀⼈暮らし □ 歩きがおぼつかない・転びそう
□ 同じ話を何度もする

（話が噛み合わない）
□ いつも同じ服を着ている

□ 家を空けているのか、最近⾒かけな
くなった

□ ⾼齢者のみの世帯 □ 具合が悪そう・元気がない
□ ゴミ出しができない
（分別ができない・収集⽇がわからない）

□ ⾦銭管理ができない

□ ⾼齢者と障がい者の世帯 □ 今まで挨拶をしていた⼈が、挨拶を
しなかったり、表情が硬い

□ 約束を忘れる・間違える

□ 家から異臭がする □ 怒鳴り声や悲鳴が聞こえる □ 異臭がする □ ⾃分の家や部屋番号がわからなくなる
□ お⾦がないという
（借⾦を依頼することもある）

□ ゴミがあふれている □ 家族が本⼈を怒鳴っている □ 髪やひげ、⽖が伸びたままである □ 季節にそぐわない服を着ている
□ ⾷事を摂っていないと訴える
（買えない等）

□ 夜、電気がつかない
（または電気が常についている）

□ 介護疲れがある
（家族がつかれている様⼦である）

□ 顔や⼿⾜に不⾃然な内出⾎やあざが
ある

□ 妄想的な訴えがある
□ 家に⾒慣れない⼈がよく出⼊りしてい
る

□ 新聞・郵便がポストにたまっている
□ 急に泣き出す、おびえた表情になる
など情緒が不安定である

□ 家の前に宅配物が散乱している □ 家賃等の滞納が続く

□ 何⽇も洗濯物が⼲しっぱなしである
□ 「頭が変になった」などと⾃分を否
定する発⾔をする

□ ⽕の不始末がある

□ ⽔道・電気・ガスなどが⽌まってい
る

■緊急度のレベルが低い場合でも、⽇頃から様⼦を⾒て、気にかけておきましょう。
※⼼配なときや複数チェックが付く場合は、いきいきセンターふくおか等に相談をお願いします

■緊急度のレベルが⾼い場合は、いきいきセンターふくおか等、関係機関への相談をお願いします。

不動産会社、住宅管理組合等住まい関係のみなさま、地域関係者のみなさまへ

オートロックマンションの普及や地域住⺠のつながりの希薄化により、⾼齢者やそのご家族が必要としている情報や⽀援が⾏き届いていない場合があります。
また、孤⽴死やごみ屋敷などの問題は、隠れた課題に早く気づき介⼊できれば、複雑化する前に対処できる可能性もあります。
ご近所の気になる⽅について下記チェックリストをご活⽤いただき、緊急度のレベルに合わせて⾒守りや、関係機関への相談などをお願いいたします。

レベル

レベル

【本チェックリストに関するお問い合わせ】
福岡市 福祉局 ⾼齢社会部 地域包括ケア推進課
☎711‐4373

低

⾼
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いきいきセンターふくおか（福岡市地域包括⽀援センター） 令和６年４⽉１⽇現在

【東区】 TEL 担当⼩学校区 【中央区】 TEL 担当⼩学校区 【早良区】 TEL 担当⼩学校区
東第１ 608-4633 勝⾺、⻄⼾崎、志賀島、奈多、三苫、和⽩ 中央第１ 762-8511 当仁、福浜、南当仁 早良第１ 846-8011 ⾼取、室⾒
東第２ 605-5411 美和台、和⽩東 中央第２ 734-8011 舞鶴 早良第２ 834-7796 ⼤原、⼩⽥部、原、原北
東第３ 673-3088 ⾹椎、⾹住丘 中央第３ 406-2525 ⾚坂、警固、⾼宮、春吉 早良第３ 832-8433 有住、原⻄
東第４ 663-5711 ⾹陵、千早、千早⻄ 中央第４ 739-7410 草ケ江、笹丘、⿃飼（城南区内を除く） 早良第４ 874-2711 有⽥、賀茂
東第５ 665-5011  舞松原、若宮 中央第５ 791-1179 ⼩笹、平尾 早良第５ 852-3011 飯倉、飯倉中央、飯原
東第６ 515-1021 ⻘葉、多々良、⼋⽥ 早良第６ 804-8411 ⼊部、四箇⽥
東第７ 661-3200 名島 【南区】 TEL 担当⼩学校区 早良第７ 834-8721 内野、早良、脇⼭、曲渕
東第８ 631-3011 箱崎、東箱崎、⾺出 南第１ 541-8011 塩原、⽟川 早良第８ 834-2325 ⻄新、百道、百道浜
東第９ 692-9991 ⾹椎下原、⾹椎東 南第２ 557-8522 ⻑住、⻑丘、⻄⻑住（城南区内を除く） 早良第９ 863-8011 ⽥隈、⽥村、野芥
東第１０ 674-2511 ⾹椎浜、城浜、照葉、照葉北、照葉はばたき 南第３ 553-8911 野多⽬、三宅
東第１１ 409-4589 筥松、松島 南第４ 588-8333 ⽈佐、⾼⽊、宮⽵（博多区内を除く）、横⼿ 【⻄区】 TEL 担当⼩学校区

南第５ 588-0710 弥永、弥永⻄ ⻄第１ 881-8011 愛宕、愛宕浜、⼩呂、能古、姪北
【博多区】 TEL 担当⼩学校区 南第６ 567-8355 鶴⽥、⽼司 ⻄第２ 885-8911 内浜、⽞界、福重、姪浜
博多第１ 271-1155 千代、博多 南第７ 564-2611 柏原、 花畑 ⻄第３ 882-7080 城原、⻄陵
博多第２ 433-3346 堅粕、東光 南第８ 555-4663 ⼤池、若久 ⻄第４ 892-2121 壱岐南、⾦武
博多第３ 474-8588 住吉、春住、東住吉 南第９ 523-2510 ⼤楠、⻄⾼宮 ⻄第５ 807-6811 今宿、今津、北崎、⽞洋
博多第４ 514-1224 ⽉隈、東⽉隈、席⽥ 南第１０ 555-2856 筑紫丘、東若久 ⻄第６ 834-2280 ⽯丸、下⼭⾨
博多第５ 592-8011 板付、板付北 南第１１ 557-1011 ⻄花畑、東花畑 ⻄第７ 812-5711 壱岐、壱岐東
博多第６ 409-2154 那珂、宮⽵（南区内を除く）、弥⽣ ⻄第８ 834-8547  ⻄都、⻄都北、周船寺、元岡
博多第７ 558-4140 三筑、那珂南 【城南区】 TEL 担当⼩学校区
博多第８ 409-0639 東吉塚、吉塚 城南第１ 847-8011 城南、⿃飼（中央区内を除く）、別府 ※電話番号が変更となっている場合があります。

城南第２ 866-8511 ⾦⼭、七隈 ※最新の情報は裏⾯の⼆次元バーコードよりご確認いただけます
城南第３ 865-8311 ⽚江、南⽚江
城南第４ 874-2911 堤、堤丘、⻄⻑住（南区内を除く）
城南第５ 834-5234 ⽥島、⻑尾

住まいのお役⽴ち情報



高齢者にやさしいまち“ふくおか” 

 

高齢者世帯の良好な住宅への住替えを支援するため、礼金、仲介手数料、 

 引っ越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。 
  

募集期間：令和６年４月１日（月）から令和７年２月 28日（金）まで  

申請期限：引越し日から５か月以内 

      

福岡市 

【令和６年度】 

※助成金の申請受付は、募集期間内・予算の範囲内で先着順とさせていただきます。 

※市役所の開庁日以外はメールでの受付のみです。 

最大 万円 15 
助成対象経費 
合計額の 

１/２ 

 
福岡市内で 

の方 

【概要版】 

子育て世帯との同居 賃貸住宅への住替え 

親世帯＋子育て世帯 

両世帯が同居していること 福岡市内の民間賃貸住宅へ転居 

子育て世帯との近居 

両世帯の住居が直線距離で 
1.2km 以内であること 

直線距離 

1.2km 
以内 

子育て世帯 親世帯 

キレイ 
安心 

広い 
古い 

危険 

狭い 

住 替 え 

 

基本額 
（高齢者世帯） 

      

                      

１０万円 

 

子世帯との 
同居又は近居 

の場合 

上限５万円引上げ 

＋ 

 子育て世帯と同居又は近居する場合は、助成上限額を ５万円 引き上げます！ 
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■ 助成対象となる世帯（1/2）■ 下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

チェック 助成対象となる世帯の要件 

□ 

○ 以下のいずれかに該当する高齢者世帯であること（転居後の住宅への入居時点） 
・65歳以上のひとり暮らし世帯 

・65歳以上の方と、配偶者又は 60歳以上の親族で構成される世帯 

※65歳以上の方と同居する親族が以下のいずれかに該当する場合には、 

 その方の年齢は問いません。 

①要介護・要支援認定を受けている方 ②身体障害者手帳を所持し１級から４級までの方  
③精神障害者保健福祉手帳を所持し１級又は２級の方 
④知的障がいがあり、療育手帳を所持しＡ又はＢ１の方 
⑤65 歳以上の方（要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者又は知的障がい者に限る）を介護
する必要がある方 

□ 

○ 福岡市内に住民票があり、福岡市内の表に定める住宅間で転居を行う世帯であること 

転居前の住宅※１ 転居後の住宅※２ 

○申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を

締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅又は 

公的賃貸住宅(公営・改良住宅は除く) 

○勤め先の会社が所有又は借り上げている 

社宅等の住宅 

〇地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険 

区域、土砂災害特別警戒区域の持ち家  

○申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約

を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅 

（申請者又は同居者の２親等以内の親族が

所有する住宅を除く） 

 

※１ 公営住宅（市営住宅、県営住宅など）からの住替えは対象外です。 

※２ 公的賃貸住宅(公営住宅、ＵＲなど)や、持ち家への住替えは対象外です。 

□ 

○ 前年における世帯の政令月収が、１５８,０００円以下※の世帯であること 

  ※65歳以上の方（要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者又は知的障がい者に限る）を
介護する必要がある方 と同居をする場合は、政令月収が２５９，０００円以下 

  ※子育て世帯と同居をする場合、子育て世帯の所得は含めません。 

（世帯の前年の総所得金額が表に定める金額以下であれば、助成対象の目安となります） 

 政令月収 ＝ （ 世帯の年間総所得金額 ― 控除合計金額 ） ÷ １２  

※政令月収の計算方法は、福岡市ホームページをご覧ください。 
 ※下記の総所得金額でも必ずしも助成対象になるとは限らないため、目安としてご参考ください。 
※令和５年分の所得が確定する前に申請する場合は、令和４年分の所得を確認します。 

（令和５年分の所得確認⇒給与所得のみの方…5/20 以降、それ以外の方…6/１２以降） 

※総所得金額は転居日時点の世帯人数で算定します。 

【総所得金額の目安】 

世帯人数 １人 ２人 ３人 ４人 5 人 

総所得金額 A:1,996,000 円 A:2,376,000 円 
A:2,756,000 円 

B:3,968,000 円 

A:3,136,000 円 

B:4,348,000 円 
B:4,728,000 円 

 Ａ：政令月収 158,000円以下の目安、Ｂ：政令月収 259,000 円以下の目安 
⇒６人以上の場合については、窓口までご相談ください。 

□ ○ 生活保護等を受給していない世帯であること 

□ ○ 転居前の住宅の直近６カ月間の家賃の未払いがないこと 

□ ○ 福岡市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）の滞納がないこと 

□ 
○ 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと（転居前が福岡市以外の同居する

子育て世帯の場合） 

□ ○ 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること 

□ 
○ 過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること 

※結婚（再婚）、離婚、死別、子の誕生・独立、トラブルによる転居等、世帯構成人員の増減が

ある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 



■ 住替え後の住宅の要件 ■ 下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

 

■ 助成金の額 ■ 

○ 助成対象となる経費の合計額（消費税を含む）の１／２（上限額１０万円） 

注意：① 家主から立退料（移転引越し費用等）が支払われている。 
② 就職や転職等のため、会社等から移転引越し費用等が支払われている。 
⇒ 上記①②の場合、助成対象経費から各支給額等を差し引いた額の１/２で計算します。 
※ 計算した額に 100 円未満の額が生じた場合は、切り捨てます。 

○ 子育て世帯と同居又は近居する世帯は、上記上限額を５万円引き上げます。 

チェック 住替え後の住宅の要件 

□ 

○ 表に定める専用面積を有する住宅であること  

① 高齢者世帯の場合 

世帯人数 1人 2人 3人 4人 

住戸専用面積 
25㎡以上 

(18㎡以上) 

30㎡以上 

(27㎡以上) 

40㎡以上 

(36㎡以上) 

50㎡以上 

(45㎡以上) 

※当面の間は、（ ）内の面積基準を満たした住宅で可とする。 

② 高齢者世帯が子育て世帯と同居する場合 

世帯人数 3人 4人 5人 6人 

住戸専用面積 40㎡以上 50㎡以上 57㎡以上 66㎡以上 

 〈面積を確認する際の注意事項〉 
ア．６人を超える場合は次の算出式で計算する。 

住戸専用面積＝（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

イ．妊娠中の者は２人とする。 

ウ．子どもが 10 歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部
の式に代入して計算する。 

 （子の年齢）３歳未満…0.25 人／３歳以上６歳未満…0.5人／６歳以上 10 歳未満…0.75 人 

               ※上記により、世帯人数が２人に満たない場合、世帯人数は２人とする。 

   （式）世帯人数２～４人・・・10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

            4 人を超える・・・（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

エ．同居する場合は、住替え後に同居する人数で算出する。 
オ．住戸専用面積は壁芯にて算出する。 

□ 

○ 住宅の家賃（管理費、共益費、水光熱費及び駐車場使用料等を除く。）が、表に

定める金額以下であること 

※専用面積の要件とは異なり、世帯人数は年齢により区別されません。 

① 高齢者世帯の場合 

世帯人数 1人 2人 3人以上 

家賃 45,000 円以下 50,000 円以下 55,000 円以下 

② 高齢者世帯が子育て世帯と同居する場合 

世帯人数 3人 4人 5人 6人以上 

家賃 75,000 円以下 80,000 円以下 85,000 円以下 90,000 円以下 
10 

□ 

○ 昭和 56年６月１日以降に建築され、新耐震基準を満たす住宅であること 

 ただし、耐震改修工事を実施している場合又は耐震診断を受けて耐震性能があることが確認され

ている場合についてはこの限りではない。※耐震性能を確認できる書類の提出が必要です。 

（※昭和 56 年６月１日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和 56 年５月 31 日以前に着

工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、

助成金交付申請前に不動産会社等へご確認ください。） 

□ 
〇 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は、

安全上の措置が講じられ、建築主事等による検査済証が交付されていること 



 

■ 助成対象となる経費 ■ 申請世帯が、事業者（不動産、引越業者）に支払った経費 

※すべての支払いが完了した後に交付申請を行ってください。 

申請時点でお支払いが完了していない費用については、助成対象となりません。 

 助成対象となる経費 助成対象とならない経費 

初
期
費
用
等 

○礼金 

○建物仲介手数料 

○家賃債務保証料 

○住宅保険料（火災保険等） 

○転居前の住宅に係る原状回復費用 

×敷金       ×鍵交換費用 

×駐車場仲介手数料 

×契約時に払う家賃、共益費、管理費 

×転居前後の住宅の清掃又は
クリーニング費用 

引
越
し
費
用 

○引越し運送費用 

○荷造りや荷解きに係る費用 

（人件費や梱包資材に係る費用など） 

○引越しに伴うエアコン、洗濯機（転居前住宅か
ら移設したものに限る）などの取り外し・取り
付けに係る電気設備工事費用 

○引越しに伴う不用品の処分費用 

×引越し業者が行う消毒またはハウス 

 クリーニングに係る費用 

×公共料金等の名義変更代行サービスに 

 かかる費用 

×挨拶品の手配に係る費用 

×引越しに係る友人等への謝礼金 

注意：① 家主から立退料が支払われている。 
② 就職や転職等のため、会社等から移転引越し費用等が支払われている 
⇒ 上記①②の場合、助成対象経費から各支給額等を差し引いた額の１/２で計算します。 
※ 計算した額に 100 円未満の額が生じた場合は、切り捨てます。 

 
■ 助成金の申請期限・お支払いについて ■ 

 

 

 
 

 

 

申請期限：引越し予定日の３ヶ月～1 ヶ月前 

※申請は、令和７年２月 28日までに引越し・交付申請が可能な方に限ります。 

※引越し先が既に決まっている方は、交付申請によりご申請ください。 
   

 

申請期限：引越し日から５ヶ月以内 

※５か月以内でも、令和７年２月 28日（必着）を過ぎると申請できません。 

○ 交付申請から助成金支払いまでは、４ヶ月程度の期間を要します。 

■ 注意事項 ■ 
○ 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます。必要書類については、福岡市ＨＰをご確認 

ください。 

○ 助成金の支給要件に該当するかご不明な場合には、事前にご相談に応じますので、お気軽に 

お問い合わせください。 

○ 窓口での申請受付の際、担当が不在の場合には、お待ちいただくか受付ができない場合がござ

いますので、お手数ですが事前に電話連絡いただきますようお願いします。 

■ お問い合わせ・申請窓口・郵送先 ■ 

福岡市役所 住宅計画課 高齢者世帯住替え助成事業担当 

（市役所本庁舎３階） 

〒810-8620 福岡市中央区天神１－８－１ 

TEL：092-711-4279（平日 9:00～12:00／13:00～17:00）  

FAX：092-733-5589 

MAIL：sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp 

 

認定申請 助成金支払 引越し（予定） 

約 3 ヶ月前 5 ヶ月以内 4 ヶ月程度 

（審査期間） 

交付申請 

交付申請  助成金の申請をされる方 

 認定申請  引越し前に対象要件に当てはまるかどうか確認したい方
 

ホームページは
こちら 

mailto:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp


子育てにやさしいまち“ふくおか” 

 
 

子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、中古住宅購入費用や礼金、

仲介手数料、引っ越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。 

  

募集期間：令和６年４月１日（月）から令和７年２月 28日（金）（必着）まで 

申請期限：引越し日から５か月以内 

 

本助成金を利用し、中古住宅購入の際に住宅ローン【フラット３５】地域連携型 

を利用する場合、金利引き下げ（当初５年間 年▲０.５％）を受けることができます。 

福岡市 

※助成金の申請受付は、募集期間内・予算の範囲内で先着順とさせていただきます。 

※市役所の開庁日以外はメールでの受付のみです。 

最大 万円 25 
助成対象経費 
合計額の 

１/２ 

民間賃貸住宅へ 

住替え 

又は 

中古住宅購入の方 

親世帯との同居 

子育て世帯＋親世帯 

両世帯が同居していること 

多子世帯 

子ども※妊娠している者 
の子が２人以上いる世帯 

※18 歳に達する日以降の最初 
 の 3 月 31 日までの間にある者 

親世帯との近居 

両世帯の住居が直線距離で 
1.2km 以内であること 

直線距離 

1.2km 
以内 

子育て世帯 親世帯 

 

基本額 
（子育て世帯） 

１５万円 

 

多子世帯 
の場合 

上限５万円引上げ 

 

親世帯との 
同居又は近居 

の場合 

上限５万円引上げ 

 

＋ ＋ 

【令和６年度】 【概要版】 

参考資料５ 



 

■ 注意事項 ■ 

下記の「助成対象となる世帯」の要件と、次のページの「転居後の住宅の要件」
をすべて満たしている世帯が対象となります。 

   ホームページに掲載している【詳細版】令和６年度子育て世帯住替え助成事業パ
ンフレットにて、申請の手順、必要書類などについて必ずご確認の上、申請して
ください。 

 

 
ホームページは 
こちら 

 

■ 助成対象となる世帯 ■ 下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

チェック 助成対象となる世帯の要件 

□ 
○ 以下のいずれかに該当する子育て世帯であること（転居後の住宅への入居時点） 

・扶養する子ども（18歳に達する日以降の最初の３月 31日までの間にある者）がいる世帯 

・妊娠している方がいる世帯（母子手帳の交付を受けていること） 

□ 

○ 表に定める住宅間で転居を行う世帯であること※１ 

転居前の住宅（福岡市内外） 転居後の住宅（福岡市内）※４ 

〇申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を

締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅又は公

的賃貸住宅※２ 

〇申請者又は同居者が使用許可を受け、使用

料を支払う公的賃貸住宅※２ 

〇転居する者の勤め先の会社が所有管理又は

借り上げている社宅等の住宅 

〇申請者又は同居者が所有する持ち家※３ 

○申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約

を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅 

（申請者又は同居者の２親等以内の親族が

所有する住宅（持家）を除く） 

○申請者又はその配偶者が、所有者から購

入した中古住宅（既存住宅） 

（新築物件購入は対象外です） 

※１ 転居前・転居後住宅の契約者となる同居者は、子の扶養義務者に限ります。 

※２・３ 公的賃貸住宅（市営・県営住宅などの公営住宅、ＵＲなど）や持ち家からの住替えは、
離婚・ＤＶ被害の理由により別居する場合の転居のみ対象です。 

※４ 公的賃貸住宅への住替えは対象外です。 

□ ○ 生活保護等を受給していない世帯であること※５ 

□ ○ 転居前の住宅の直近６か月間の家賃の未払いがないこと 

□ ○ 福岡市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）の滞納がないこと※５ 

□ ○ 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと（転居前が福岡市以外の場合）※５ 

□ ○ 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること 

□ 
○ 過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること 

※結婚（再婚）、離婚、死別、子の誕生・独立、近隣トラブル等による転居等、世帯構成人員の増

減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

  ※５ 生活保護を受給していないこと、福岡市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）の滞納がないこと、及び転居前

の居住地における市区町村税に滞納がないこと（転居前が福岡市以外の場合）については、別世帯の配偶者（単身

赴任等）や、世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方についても確認を行います。 

窓口で申請される
場合は、事前に電話
で来庁日時の予約
をお願いします。 



■ 転居後の住宅の要件 ■ 下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

 ※６ 転居後の住宅の専用面積及び家賃については、別世帯の配偶者（単身赴任等）や世帯分離をしている同居者が 

いる場合は、その方を含めた世帯人数での要件を満たしているかを確認します。 

■ 助成対象となる経費 ■ 申請世帯が、事業者（不動産、引越業者）に支払った経費 

注意：① 家主から立退料（移転引越し費用等）が支払われている。 
② 就職や転職等のため、会社等から移転引越し費用等が支払われている 
⇒ 上記①②の場合、助成対象経費から各支給額等を差し引いた額の１/２で計算します。 
※ 計算した額に 100 円未満の額が生じた場合は、切り捨てます。 

チェック 住替え後の住宅の要件 

□ 

○ 表に定める専用面積を有する住宅であること※６ 

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 

住戸専用面積 30㎡以上 40㎡以上 50㎡以上 57㎡以上 66㎡以上 

 〈面積を確認する際の注意事項〉 
ア．６人を超える場合は次の算出式で計算する。 

住戸専用面積＝（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

イ．妊娠中の者は２人とする。 

ウ．子どもが 10 歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部
の式に代入して計算する。 

 （子の年齢）３歳未満…0.25 人／３歳以上６歳未満…0.5人／６歳以上 10 歳未満…0.75 人 

               ※上記により、世帯人数が２人に満たない場合、世帯人数は２人とする。 

   （式）世帯人数２～４人・・・10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

            4 人を超える・・・（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

エ．同居する場合は、住替え後に同居する人数で算出する。 

オ．住戸専用面積は壁芯にて算出する。 

□ 

○ 住宅の家賃（管理費、共益費、水光熱費及び駐車場使用料等を除く。）が、表に定める

金額以下であること（※中古住宅購入の場合は除く（妊娠中の者は 2人とする））※６ 

※専用面積の要件とは異なり、世帯人数は年齢により区別されません。 

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人以上 

家賃 70,000 円以下 75,000 円以下 80,000 円以下 85,000 円以下 90,000 円以下 
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□ 

○ 昭和 56年６月１日以降に建築され、新耐震基準を満たす住宅であること 

 ただし、耐震改修工事を実施している場合又は耐震診断を受けて耐震性能があることが確認され

ている場合についてはこの限りではない。※耐震性能を確認できる書類の提出が必要です。 

（※昭和 56 年６月１日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和 56 年５月 31 日以前に 

着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどう

か、助成金交付申請前に不動産会社等へご確認ください。） 

□ 
〇 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は、

安全上の措置が講じられ、建築主事等による検査済証が交付されていること 

 助成対象となる経費 助成対象とならない経費 

初
期
費
用
等 

○中古住宅購入費用  

○礼金、建物仲介手数料  

○家賃債務保証料     

○住宅保険料(火災保険等) 

○転居前の住宅に係る原状回復費用 

×敷金        
×契約時に払う家賃、共益費、管理費 
×駐車場仲介手数料 

×転居前後の住宅の清掃・クリーニング費用 

×鍵交換費用 

引
越
し
費
用 

○引越し運送費用 
○荷造りや荷解きに係る費用（人件費や梱包資

材に係る費用など） 
○引越しに伴うエアコン、洗濯機（転居前住宅か

ら移設したものに限る）などの取り外し・取り
付けに係る電気設備工事費用 

○引越しに伴う不用品の処分費用 

×引越し業者等が行う消毒またはハウス 
 クリーニングに係る費用 
×公共料金等の名義変更代行サービスに 
 かかる費用 
×挨拶品の手配に係る費用 
×引越しに係る友人等への謝礼金 



■ 助成金の申請期限・お支払いについて ■ 
 

 

 

 

 

 

 

        子育て世帯住替え助成事業の助成対象となる世帯の要件に該当する方は、中古住宅 

購入の際に住宅ローン【フラット３５】地域連携型を利用する場合、金利引き下げ 

(当初５年間 年▲０.５％)を受けることができます。※新築物件の購入は対象外 

○申請期限：引越し予定日の３ヶ月～1ヶ月前 

※申請は、原則令和７年２月 28日までに引越し・交付申請が可能な方に限ります。 

【フラット 35・地域連携型】を利用せず中古住宅を購入される方・民間賃貸住宅に

転居される方は、転居後に交付申請によりご申請ください。  

※【フラット３５】地域連携型利用申請書の提出が必要です。詳しくは福岡市ＨＰを

ご確認ください。 

※【フラット３５】地域連携型利用対象証明書の発行には期間（２ヶ月程度）を 

要しますので、お早目にご申請ください。 

≪フラット 35の詳細について≫ 

・住宅金融支援機構のホームページ（www.flat35.com） 

・お客様コールセンター （0120-0860-35 / 祝日・年末年始以外 9:00～17:00） 

 
 

申請期限：引越し日から５ヶ月以内 

※５か月以内でも、令和７年２月 28日（必着）を過ぎると申請できません。 

○ すべての支払いが完了した後に交付申請を行ってください。（申請時に支払いが完

了していない経費については、助成対象となりませんので、ご注意ください。） 

○ 交付申請から助成金支払いまでは、４ヶ月程度の期間を要します。  

■ 注意事項 ■ 

○ 裏面の助成対象となる世帯の要件についてご確認いただき、助成金の支給要件に該当するかご
不明な点がある場合は、お問合せください。 

○ 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます。必要書類については、福岡市ＨＰをご確認 

ください。 

○ 窓口での申請の際、担当が不在の場合には、お待ちいただくか申請受付ができない場合がござ
いますので、事前に電話連絡いただきますようお願いします。  

■ お問い合わせ・申請窓口・郵送先 ■ 

福岡市役所 住宅計画課 子育て世帯住替え助成事業担当 
（市役所本庁舎３階）〒810-8620 福岡市中央区天神１－８－１ 

TEL：092-711-4279（平日 9:00～12:00／13:00～17:00） FAX：092-733-5589 
MAIL：sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp 
＜ホームページ＞ 

  https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/sumikaejyosei_2.html  

 福岡市 子育て世帯住替え助成   検索  

 

クリック！ 

認定申請 助成金支払 引越し（予定） 

約 3 ヶ月前 5 ヶ月以内 4 ヶ月程度 

（審査期間） 

交付申請 

交付申請  転居後、助成金の申請をされる方 

 認定申請  【フラット 35・地域連携型】を利用して中古住宅を購入される方 

 

(フラット 35利用の場合) 

http://www.flat35.com/


 
 

＜セーフティネット住宅入居支援事業＞ 

 

居住環境が向上するセーフティネット住宅への住替えを支援するため、住替えが必

要な住宅確保要配慮者に対して、礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、住替えに

係る初期費用の一部を助成します。 
  

募集期間：令和６年４月１日（月）から令和７年２月 28日（金）［必着］まで 

申請期限：引越し日から５か月以内 

福岡市 

【令和６年度】 

※助成金の申請受付は、募集期間内・予算の範囲内で先着順とさせていただきます。 

※市役所の開庁日以外はメールでの受付のみです。 

最大 万円 

助成対象経費 
合計額の 

１/２ 

セーフティネット
住宅 

へ住替えの方 

住宅確保要配慮者って？ 

高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅の確保 
に特に配慮が必要な方をいいます。 

その他… 

 被災者、ＤＶ被害者、ＬＧＢＴ、新婚世帯 など 

低額所得者 

障がい者 

外国人 

子育て世帯 高齢者 

セーフティネット住宅って？ 

住宅の確保にお困りの住宅確保要配慮者が入居 
しやすい（入居を拒まれない）民間賃貸住宅と 
して、福岡市に登録された住宅をいいます。 

登録された住宅は専用 WEB サイト上に公開され、 
だれでも閲覧することができます。 

登録 
専用 WEBサイト 

で紹介 

大家 

福岡市 

入居 要配慮者 

セーフティ 
ネット住宅※ 

※福岡市では、一部のセーフティネット住宅に家賃補助等

を実施しています。詳細は下記よりご参照ください。 

 
 セーフティネット住宅 

 をお探しの方 

 専用 WEB サイト 

 補助付き（家賃補助等） 

 セーフティネット住宅 

 をお探しの方 

 福岡市ＨＰ 

【概要版】 

参考資料６ 



 
 

■ 助成対象となる世帯 ■ 下記のすべての要件を満たしていることが必要です。 

チェック 助成対象となる世帯の要件 

□ 
○ 福岡市内に居住している又は勤務※していること 

※勤務：４カ月以上継続して雇用され、かつ、１週間の勤務時間が 30時間以上 

□ 

○ ２人以上の世帯（親族に限る）であること 

※下記の世帯は単身世帯でも可 

高齢者（60 歳以上） 

障がい者 
（身体障害者手帳を所持（１～４級）、精神障害者保健福祉手帳（１～３級）、療育手帳を所持又は

知的障がい者であることを更生相談所から判定された方） 

海外からの引揚者 

ハンセン病療養所入所者等 

犯罪・ＤＶ被害者 

被災者 
1 

□ 
○ 市営住宅又は持家に居住していないこと 

※市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない 

□ 
○ 要支援世帯(１)～(４)又は支援世帯(Ａ)(Ｂ)であること（詳細は２ﾍﾟｰｼﾞを参照） 

※要支援世帯(４)、支援世帯(Ａ)(Ｂ)の場合は、犯罪・ＤＶ被害者又は立ち退き要求を受
けている世帯（ひとり親世帯、子育て世帯（未就学）若しくは多子世帯）に限る 

□ ○ 生活保護を受給していない世帯であること 

□ 

○ 福岡市内のセーフティネット住宅に住替えることで、居住環境が向上すること

（詳細は３ﾍﾟｰｼﾞを参照） 
※要支援世帯(１)(２)の場合、支援世帯(Ａ)になる 
 要支援世帯(３)(４)の場合、支援世帯(Ｂ)になる 
 支援世帯(Ａ)(Ｂ)の場合、支援世帯(Ａ)(Ｂ)を維持する 

□ ○ 転居前の住宅の直近６か月間の家賃の未払いがないこと 

□ ○ 福岡市の市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）の滞納がないこと 

□ ○ 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと（転居前が福岡市以外の場合） 

□ ○ 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること 

■ 助成対象となる経費 ■ 申請世帯が、事業者（不動産、引越業者）に支払う経費 

 助成対象となる経費 助成対象とならない経費 

初
期
費
用
等 

○礼金 
○仲介手数料 
○家賃債務保証料 
○住宅保険料 
○転居前の住宅に係る原状回復費用 

×敷金 
×契約時に払う家賃、共益費、管理費 
×鍵交換費用 
×転居前後の住宅の清掃又はクリーニング
費用 

引
越
し
費
用 

○引越し運送費用 
○荷造りや荷解きに係る費用 
（人件費や梱包資材に係る費用など） 
○引越しに伴うエアコン、洗濯機（転居前住宅か
ら移設したものに限る。）などの取り外し・取
り付けに係る電気設備工事費用 

○引越しに伴う不用品の処分費用 

×引越し業者が行う消毒又はハウス 
 クリーニングに係る費用 
×公共料金等の名義変更代行サービスに 
 かかる費用 
×挨拶品の手配に係る費用 
×引越しに係る友人等への謝礼金 

注意：① 家主から立退料（移転引越し費用等）が支払われている。 
② 就職や転職等のため、会社等から移転引越し費用等が支払われている 
⇒ 上記①②の場合、助成対象経費から各支給額等を差し引いた額の１/２で計算します。 

※ 計算した額に 100 円未満の額が生じた場合は、切り捨てます。 
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■ 要支援世帯・支援世帯の考え方 ■ 

○ ①政令月収、②居住面積（住宅の広さ）及び③家賃負担率の３つの項目により判定する住宅困窮

度により、要支援世帯及び支援世帯を以下のとおり位置付けています。 

○ ①政令月収、②居住面積及び③家賃負担率を算出後、④区分判定（どの区分に該当するか）します。 

① 政令月収≪123,000円以下の世帯≫ 

② 居住面積 

③ 家賃負担率 

最低居住面積水準 

未満 以上 

高家賃 

負担率 

未満 
要支援世帯（１） 

支援世帯（Ａ） 

以上 要支援世帯（２） 

 

① 政令月収≪123,001円以上 158,000円以下の世帯≫ 

② 居住面積 

③ 家賃負担率 

最低居住面積水準 

未満 以上 

高家賃 

負担率 

未満 
要支援世帯（３） 

支援世帯（Ｂ） 

以上 要支援世帯（４） 

 

① 

政令月収

の算出 

＜政令月収 ＝（ 世帯の年間総所得金額 ― 控除合計金額 ）÷ １２＞ 

※政令月収の計算方法は、福岡市ホームページをご覧ください。 

 ※下記の総所得金額でも、必ずしも助成対象になるとは限らないため、目安としてご参考ください。 

※令和５年分の所得が確定する前に申請を行う場合は、令和４年分の所得を確認します。 
（令和５年分の所得確認⇒給与所得のみの方…5/20 以降、それ以外の方…6/12 以降） 

【総所得金額の目安】 

世帯人数 1 人 2 人 3 人 4 人 

総所得金額 
A：1,576,000 円 

B：1,996,000 円 

A：1,956,000 円 

B：2,376,000 円 

A：2,336,000 円 

B：2,756,000 円 

A：2,716,000 円 

B：3,136,000 円 

※ A：政令月収 123,000 円以下となる目安、B：政令月収 158,000 円以下となる目安 

② 

居住面積

の確認 

＜現在居住している住宅の面積が、最低居住面積（下表に記載の面積）以上か未満かを確認＞ 

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 

住戸専用面積 25㎡以上 30㎡以上 40㎡以上 50㎡以上 57㎡以上 

〈面積を確認する際の注意事項〉 
ア．６人を超える場合は次の算出式で計算する。 

住戸専用面積＝（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

イ．妊娠中の者は２人とする。 

ウ．子どもが 10 歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下
部の式に代入して計算する。 

 （子の年齢）３歳未満…0.25 人／３歳以上６歳未満…0.5人／６歳以上 10 歳未満…0.75 人 
               ※上記により、世帯人数が２人に満たない場合、世帯人数は２人とする。 

   （式）世帯人数 2～4 人・・・10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

          4 人を超える場合・・・（10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡）×0.95 

エ．同居する場合は、住替え後に同居する人数で算出する。 
オ．住戸専用面積は壁芯にて算出する。 

③ 

家賃負担率 

の確認 

＜家賃負担率（年間家賃／世帯収入）が高家賃負担率(36.7％)以上か未満かを確認＞ 

〈家賃負担率の確認手順〉 
ア．世帯収入を確認（所得証明書等の「給与収入」） 

イ．年間の家賃総額を確認（R5 年 1 月～R5 年 12 月までに支払った総額） 

ウ．家賃総額（イで確認）を世帯収入（アで確認）で除した値が家賃負担率 

エ．家賃負担率（ウで算出）と高家賃負担率（36.7％）を比較 
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■ 居住環境の向上の考え方 ■ 

居住環境が向上するとは、新たにセーフティネット住宅に住替えを行うことで、

居住面積が広くなる又は家賃負担率が低くなることをいいます。 

セーフティネット住宅に住替えた場合に、どの居住環境区分（要支援世帯・支援世帯）に

該当するかを再度判定し、居住環境が向上することが必要です。 

 政令月収 居住面積 家賃負担率 区分判定 

住替え前 
□12.3 万円以下 

□12.3 万円超え 15.8 万円以下 

□最低居住面積未満 

□最低居住面積以上 

□高家賃負担率未満 

□高家賃負担率以上 

 

住替え後 
□12.3 万円以下 

□12.3 万円超え 15.8 万円以下 

□最低居住面積未満 

□最低居住面積以上 

□高家賃負担率未満 

□高家賃負担率以上 

 

 

■ 助成金の申請期限・お支払いについて ■ 

 

 

 

 
 
 

申請期限：引越し日から５ヶ月以内 

※５か月以内でも、令和 7年 2月 28日（必着）を過ぎると申請できません。 

○ すべての支払いが完了した後に交付申請を行ってください。 

○ 交付申請から助成金支払いまでは、４ヶ月程度の期間を要します。 

 

 

申請期限：引越し予定日の３ヶ月～１カ月前 

※申請は、令和 7年 2月 28日までに引越し・交付申請が可能な方に限ります。 

※既に転居先が決まっている方は、交付申請によりご申請ください。 

 

■ 注意事項 ■ 

○ 申請は、窓口、郵送又はメールで受け付けます。必要書類については、福岡市ＨＰをご確認ください。 

○ 助成金の支給要件に該当するかご不明な場合には、事前にご相談に応じますので、お気軽にお

問い合わせください。 

○ 窓口での申請受付の際、担当が不在の場合には、お待ちいただくことになりますので、お手数

ですが、事前に電話連絡いただきますようお願いします。 

 
■ お問い合わせ・申請窓口・郵送先 ■ 

福岡市役所 住宅計画課 居住支援係（市役所本庁舎３階） 

〒810-8620 福岡市中央区天神１－８－１ 

TEL：092-711-4279（平日 9:00～12:00／13:00～17:00） FAX：092-733-5589 

MAIL：sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp 

＜ホームページ＞ 

  https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/sn_sumikaeshien.html 

 

 福岡市 セーフティネット住宅   検索   
クリック！ 

認定申請 助成金支払 引越し（予定） 

約 3 ヶ月前 5 ヶ月以内 4 ヶ月程度 

（審査期間） 

交付申請 

 交付申請  助成金の申請をされる方
 

 認定申請  引越し前に対象要件に当てはまるかどうか確認したい方
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「重度障がい者の住まい及び支援に関する専門部会」の設置について 
 

福岡市福祉局障がい者支援課 

 

１ 設置目的 

福岡市では、令和３年に改定した福岡市保健福祉総合計画において、「障がいのある人

とない人が等しく地域の中で自立し、社会の一員として共に生きる社会」を目指し、障

がい者の高齢化・重度化や「親なき後」を見据えた施策に取り組んでいる。 

これにより、緊急時の対応や地域移行等の機能を担う地域生活支援拠点等の整備を進

めるとともに、障がい者グループホームに関する補助の拡大により、グループホームの

設置数は大幅に増えている。 

しかし、グループホームの数は増えている一方で、特に支援が必要な重度の障がいの

場合は、夜間の人員配置も含めた支援が必要であるが、現行の報酬や補助金では賄えな

いため、入居が困難であり、受け入れが進んでいない。また、強度行動障がいがある場

合、賃貸住宅の入居が困難である。 

以上のことから、本部会では、特に住まいの場の確保が困難である「強度行動障がい」

「重症心身障がい」のある人に対象を絞って、住まいの場の確保及び関係する支援につ

いて検討・提案を行うことを目的とする。 

 

２ 名称 

「重度障がい者の住まい及び支援に関する専門部会」とする。 

３ 協議事項 

(１) 強度行動障がい児・者の住まいの場について 

(２) 重症心身障がい児・者の住まいの場について 

※上記の対象者について、住まいの場となるグループホームや民間賃貸住宅等の住宅の確

保について協議する。 

 

４ 部会委員構成 

(１) 福岡市民間障がい施設協議会  

(２) 福岡市障がい者生活支援事業所連絡会 

(３) 療養介護事業者（社会福祉法人あきの会） 

(４) 福岡市社会福祉協議会 

(５) 独立行政法人都市再生機構 

(６) 福岡市身体障害者福祉協会 

(７) 福岡市手をつなぐ育成会 

(８) ＮＰＯ法人障がい者より良い暮らしネット 

(９) 障がい者地域・生活行動支援センター か～む 

(10) ＮＰＯ法人おかえり 
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(11) アムナス訪問看護ステーション 

(12) ＮＰＯ法人ニコちゃんの会 

(13) ＮＰＯ法人みんなのプロジェクト 

(14) 相談支援機能強化専門員 

(15) その他必要に応じて臨時の部会委員 

 

※既に設置されている「福岡市強度行動障がい者支援調査研究会」、「医療的ケア児等支

援協議会」の委員からも若干名重複させることとし、それぞれとの連携も図る。 

 

５ 事務局 

市（障がい者支援課、障がい企画課、障がい福祉課、こども発達支援課、住宅計画課）、

市障がい者基幹相談支援センター 

 

６ スケジュール 

・令和６年５月～令和７年２月（適宜開催）課題の整理、改善策の協議、中間提言案の

作成 

・令和７年３月     市協議会に中間提言を報告 

・令和７年４月～令和８年２月（適宜開催） 改善策の協議、最終提言案の作成 

・令和８年３月     市協議会に最終提言を報告 
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